
○和光市まちづくり寄附条例 

平成２４年３月２２日 

条例第１２号 

（目的） 

第１条 この条例は、個人、団体等から広く金銭の寄附（以下「寄附金」という。）を募

り、寄附を行う者（以下「寄附者」という。）の意向を政策に反映させることにより、

寄附を通じた多様な人々の参加による活力あるまちづくりを実現することを目的とする。 

（寄附事業の区分） 

第２条 寄附金を財源として実施する事業（以下「寄附事業」という。）は、次に掲げる

とおりとする。 

（１） 「良好な生活環境が得られる」ための事業 

（２） 「安全かつ快適に移動できる」ための事業 

（３） 「身の回りの生活上の不安が軽減される」ための事業 

（４） 「子どもが自己肯定感を持ち健やかに育つ」ための事業 

（５） 「安心して妊娠・出産・子育てができる」ための事業 

（６） 「高齢になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる」ための事業 

（７） 「誰もが自立した生活と社会参加ができる」ための事業 

（８） 「健康に日々を暮らしている」ための事業 

（９） 「いきいきと仕事をし続けられる」ための事業 

（１０） 「趣味などを通して充実した時間を過ごせる」ための事業 

（１１） 「まちや人とつながり心豊かに過ごす」ための事業 

（１２） 「シビックプライドを持っている」ための事業 

（１３） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

２ 前項第１号から第１２号までに掲げる寄附事業の内容は、規則で定める。 

（寄附者による用途の指定） 

第３条 寄附者は、寄附事業又は前条第２項の規定により規則で定める寄附事業の内容の

いずれかを寄附金の用途として指定することができる。 

２ 市長は、寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、寄附者に代わって寄

附金の用途を指定するものとする。 

（基金の設置） 



第４条 市長は、寄附金を適正に管理し、及び運用するため、和光市まちづくり基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

（基金の積立て） 

第５条 基金として積み立てる額は、寄附金の額に相当する額とする。 

（基金の管理） 

第６条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第７条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

（基金の処分） 

第８条 基金は、寄附事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分す

ることができる。 

（運用状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度２回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市まちづくり寄附条例第３条第

１項又は第２項の規定により同条例第２条第１号の寄附事業を指定した寄附金に係る基

金については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市まちづくり寄附条例第３条の

規定により用途を指定した寄附金に係る基金については、この条例による改正後の和光

市まちづくり寄附条例第２条第１項各号の寄附事業のうち指定した用途に最も類するも

のに要する費用に充てるものとする。 

 


